
川崎市児童家庭支援センター事業費補助金交付要綱 

 

（平成２６年４月１日２６川市こ福第５２８号市長決裁） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、川崎市児童家庭支援センター設置運営要綱（平成２８年３月

２５日２７川市児第１０４６号。以下「設置運営要綱」という。）に基づき設置

された児童家庭支援センター（以下「センター」という。）に係る事業費を補助

することによって、地域の児童及び家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、センターとは、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第４４条の２及び児童家庭支援センターの設置運営等について（平成１０年

５月１８日児発第３９７号厚生省児童家庭局長通知）の別紙１「児童家庭支援セ

ンター設置運営要綱」の定めるところにより設置される児童福祉施設をいう。 

（補助対象者等） 

第３条 この補助金交付の対象となる者（以下「対象者」という。）は、設置運営

要綱第２条の規定により市長から指定を受けたセンター事業を実施する者とす

る。 

２ 設置運営要綱第２条の規定により市長から指定を受けた者であって、センター

事業を実施するための備品等の購入及び設備整備に要する経費（以下「初度調弁

費」という。）が必要な者は、センターの開設前に補助金の交付を申請すること

ができるものとする。 

（補助対象経費等） 

第４条 この補助金の交付の対象となる、経費及び補助金額の算出方法は、別表に

掲げるものとし、補助金額は、当該年度の予算の範囲内とする。 

（補助金の使途） 

第５条 この補助金の使途は、次に定めるものとする。 

（１）事業運営費 センターの運営に当たって必要な給料、職員手当等、共済費、

旅費、需用費（食糧費、印刷製本費及び消耗品費）、役務費（手数料）、報償

費、報酬等 



（２）初度調弁費 センターを開設するための備品等の購入及び設備整備に要する

経費 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付の申請をしようとする者は、毎年度、児童家庭支援センター

事業費補助金交付申請書（第１号様式）に、次の各号に掲げる書類を添えて市長

に提出するものとする。 

（１）事業計画書 

（２）収支予算書 

（３）その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、初度調弁費に係る補助金の交付の申請をしようとす

る者は、児童家庭支援センター事業費補助金交付申請書により、市長が必要と認

める書類を添付し、市長に提出するものとする。 

（交付の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請書類の審査及び必要

に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金を交付するべきもの

と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。 

（交付の条件） 

第８条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を

達成するために必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付するものとす

る。 

（１）補助金の交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）に要する経費

の配分又は補助事業の内容の変更（市長が認める軽微な変更を除く。）をす

る場合においては、市長の承認を受けること。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるこ

と。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となっ

た場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

（４）その他市長が必要と認める条件 

（決定の通知） 

第９条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び



これに条件を付した場合はその条件を、指令書（第２号様式）により対象者に通

知するものとする。 

（補助事業の変更・中止・廃止） 

第１０条 第７条の規定により補助金交付の決定を受けた対象者（以下「補助事業

者」という。）は、補助事業に係る内容の変更、中止若しくは廃止をする場合に

おいては、児童家庭支援センター事業変更・中止・廃止承認申請書（第３号様

式）により、あらかじめ市長の承認を受けるものとする。 

（補助事業の変更・中止・廃止の承認） 

第１１条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容について審査

し、承認の可否について決定し、児童家庭支援センター事業変更・中止・廃止承

認決定通知書（第４号様式）により、補助事業者に通知するものとする。 

（補助金額の変更交付の申請） 

第１２条 補助事業者は、補助金額の変更交付申請を行う場合には、児童家庭支援

センター事業費補助金変更交付申請書（第５号様式）を市長に提出するものとす

る。 

（補助金額の変更交付の決定） 

第１３条 市長は、前条に規定する申請があったときは、申請書類の審査及び必要

に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金額を変更交付するべ

きものと認めたときは、速やかに補助金額を変更の上、交付の決定をするととも

に、第９条に規定する通知を行うものとする。 

（補助金の交付） 

第１４条 補助金の交付については、第９条に規定する通知を受けた補助事業者か

らの請求により次のとおり行うものとする。 

（１）事業運営費 概算払により交付 

（２）初度調弁費 適正な請求を受理してから１月以内に交付 

（実績報告） 

第１５条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受け

たときを含む。）は、その日から１月以内に、児童家庭支援センター事業費補助

金実績報告書（第６号様式）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものと

する。 



（１）事業報告書 

（２）収支決算書 

（３）補助事業の経過及び成果を証する書類 

（４）その他市長が必要と認める書類 

（補助金額の確定通知） 

第１６条 市長は、前条に規定する実績報告を受けた場合において、補助事業の成

果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるとき

は、交付すべき補助金の額を確定し、児童家庭支援センター事業費補助金確定通

知書（第７号様式）により補助事業者に通知するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１７条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づき市長 

が行った指示又は命令に違反したとき。 

（補助金の返還） 

第１８条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当

該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め

て、その返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にそ

の額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その確定額を超え

る部分の補助金の返還を命ずるものとする。 

 （消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１９条 補助金の交付を受けた補助事業者は、事業完了後に消費税及び地方消費

税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定し

た場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（第８号様式）に

より、速やかに市長に報告しなければならない。ただし、補助事業者が全国的に

事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方

消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等が消費税及び地方消費税の申告を行



っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告に基づき報告を行

うものとする。 

２ 前項の報告があった場合には、補助金の交付を受けた補助事業者は、前項の仕

入控除税額から補助金の額の確定時に減額した消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額を控除した額を返還するものとする。 

（財産の処分の制限） 

第２０条 補助事業者は、補助金事業等により取得し、又は効用の増加した財産で

次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

（１）不動産及びその従物 

（２）機械及び重要な器具で市長が定めるもの 

（３）その他市長が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認め

て別に定めるもの 

（委任） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども未来局長が定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年１１月１日から施行し、平成２９年４月１日から適用す

る。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 



   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年５月１６日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和６年８月２０日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 



別表（第４条関係） 
対象経費 補助金額の算出方法 

１事業運営費 
（１）と（２） 
の合計 

次により算出された額の合計額とする。 
 
（１）事務費 
   １か所当たり 
   心理療法等を担当する職員が常勤の場合 
     年間 11,796,000 円 
   心理療法等を担当する職員が非常勤の場合 
     年間  7,854,000 円 
  （年度途中の開始、又は中止等の場合） 
   心理療法等を担当する職員が常勤の場合 
     月額    983,000 円 
   心理療法等を担当する職員が非常勤の場合 
     月額    655,000 円 
  （１月未満の場合は１月とする） 
 
 
（２）事業費 
  ①基準額 
   １か所当たり 次の表の該当する件数区分に定める額 
    ただし、年度途中に開所した場合は、該当する件数区分に定める額を 12 

で除した数に、開所した月以降の月数を乗じて得た額、年度途中で閉所し 
た場合は、該当する件数区分に定める額を 12 で除した数に閉所した月以 
前の月数を乗じて得た額とする（１月未満の場合は１月とし、１０円未満 
の端数は切り捨てるものとする）。 

   
②件数区分 

    件数区分の算定は次のとおりとする。 
前年度における地域・家庭（里親家庭を含む。）からの電話相談、来所相

談、訪問相談、通所指導、派遣相談、心理療法及びメール・手紙その他に

よる相談件数並びに関係機関との連絡・調整、市町村からの求めに応じた

回数を合算したものとする（訪問相談件数は、実際の相談件数に 2 を乗じ

て得た数とする。）。 
  ただし、前年度途中に開設した場合は、前年度の件数を開所した月以降

の月数で除した数に 12 を乗じて得た数の区分、年度途中の開始の場合に

は、開始されたセンターの所在する地域におけるニーズ等を踏まえ、区分

を設定するものとする。 
 
 
 
 
 



 
件数区分 基準額 

50 件～599 件 352,800 円 
600 件～899 件 937,550 円 

900 件～1,399 件 1,851,300 円 
1,400 件～1,899 件 2,792,000 円 
1,900 件～2,399 件 3,527,000 円 
2,400 件～2,899 件 4,262,000 円 
2,900 件～3,399 件 4,997,000 円 
3,400 件～3,899 件 5,732,000 円 
3,900 件～4,399 件 6,467,000 円 

4,400 件以上 6,615,000 円 
 

２初度調弁費   １か所当たり 400,000 円 

 


